
 

 

 

事 務 連 絡 

令和６年５月１３日 

 

各区市町村 

 ひきこもりに係る支援施策主管課長 殿 

 

                 東京都福祉局生活福祉部生活支援担当課長 

                                山川 幸宏 

 

東京都社会参加等応援事業における連携団体について 

 

日頃から、東京都の福祉行政に御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

 都では、ひきこもりの当事者やその家族が安心して利用できる多様な地域資源を増やし、

区市町村や広く都民に周知することで、支援の選択肢を広げていく「東京都社会参加等応援

事業」を令和５年度から実施しています。 

 本事業では、都の連携団体（「ひきこもり等のサポートガイドライン」の理念に沿って活動

する団体として協定を締結する団体）との連携・協働によるサポートや新たな団体の開拓に

取り組んでおり、令和６年３月時点で２６団体と連携協定を締結しました。 

 つきましては、下記のとおり、各団体の取組をお知らせいたしますので、貴自治体におけ

る相談窓口等に共有のうえ支援に係る連携先の１つとしていただきますとともに、都の連携

団体を含めた区市町村プラットフォームを構築していただきますようお願いいたします。 

 

                  記 

 

１ 連携団体（２６団体） 

  別紙のとおり 

 

２ 各団体の概要（サポート内容、活動日時・場所、問合せ先等） 

 URL：https://www.hikikomori-tokyo.jp/renkei/list_details.php 

  ＊東京都ひきこもりサポートネット HPに掲載 

 

３ その他 

社会参加等応援事業の概要は、別添資料のとおりです。 

また、ひきこもり等のサポートガイドライン（令和５年３月）については、都の HPに掲

載しています。 

URL：https://hikikomori-tokyo.jp/renkei/guidelines.pdf 

 

 

  【担当】               

東京都福祉局生活福祉部地域福祉課  

生活支援担当  田村、本橋、水沼 

   電話  ０３－５３２０－４０３９ 

参考資料２

https://www.hikikomori-tokyo.jp/renkei/list_details.php
https://hikikomori-tokyo.jp/renkei/guidelines.pdf


 

 

 

 

（別紙） 

連携団体一覧（令和６年３月） 

               

No. 団体名 

１ 特定非営利活動法人星槎教育研究所 

２ 認定特定非営利活動法人文化学習協同ネットワーク 

３ 認定特定非営利活動法人育て上げネット 

４ 特定非営利活動法人青少年自立援助センター 

５ 特定非営利活動法人教育サポートセンターNIRE 

６ 一般社団法人 SCSカウンセリング研究所 

７ 公益社団法人青少年健康センター 

８ 特定非営利活動法人ピアサポートネットしぶや 

９ 特定非営利活動法人グッド 

10 特定非営利活動法人日本子どもソーシャルワーク協会 

11 特定非営利活動法人まひろ 

12 社会福祉法人やまて福祉会 

13 特定非営利活動法人ゆどうふ 

14 特定非営利活動法人楽の会リーラ 

15 特定非営利活動法人メンタルコミュニケーションリサーチ 

16 特定非営利活動法人 CNS ネットワーク協議会 

17 一般社団法人 Spirit 

18 cocone（小金井ひきこもり家族会） 

19 フリーランス杉並家族会 

20 もふもふの扉 

21 特定非営利活動法人 FirstStep 

22 KHJ 町田家族会 

23 一般社団法人OSD よりそいネットワーク 

24 一般社団法人 Polyphony 

25 世田谷はなみずきの会 

26 じぶんの居場所『まほろ場』 

 



東京都社会参加等応援事業の概要

■内容：都と連携団体が、協定を締結し、相互に次の取組を行う。また、都は、本事業の調整等を担うコーディネーターを配置し、連携団体の開拓等を行う

【東京都】

（都の相談支援業務）

（区市町村）

ひきこもり等の
サポートガイドライン

（令和5年3月策定）
＊当事者等が自己肯定感を取り戻すことを目標

支援団体等（多様な地域資源）

【地域】

連携協定の締結

❶連携団体の情報を提供

【東京都】❶連携団体の取組等を区市町村に情報提供、都民に周知
❷都サポートネットの相談支援において連携団体と協力してサポート
❸連携団体に対し、コンサルティング、交流会、研修等を提供 等

❷相談・支援

【連携団体】①ガイドラインの理念に沿った多様な手法によるサポートを継続
②都サポートネットと連携してサポート
③地域における連携ネットワーク構築に協力する 等

❶ホームページ等で連携団体を公表

❸専門家によるコンサルティング
（法務、医療、経営管理）や、
交流会、合同説明相談会を実施

選択・利用

・ひきこもり主管

・生活困窮所管

・教育、子供所管

・青少年所管

・保健医療

（保健所・保健ｾﾝﾀｰ）

・障害者所管

・高齢、介護所管

（地域包括支援ｾﾝﾀｰ）

・就労所管 等

支援
・相談支援
・居場所の提供
・社会参加への準備支援

■目的：当事者・家族が安心して利用できるより多くの地域資源と連携し、区市町村や広く都民に周知することで、当事者等が利用できる支援の選択肢を広げる

当事者

家族きょうだい

連携

新たな団体を開拓

社会参加等応援コー
ディネーターの配置

★支援団体等の開拓業務
★サポートネットと連携
団体との連携サポート
に係る調整業務等

【連携団体】
(現26団体)

③地域連携ネットワークに参加

連携協定の締結

①②
サポート

別紙



○ サポートネットの相談支援の視点を持つコーディネーターが、区市町村・関係機関等への聞き取りや独自リサーチにより、多様な地域資源の情報を収集

○ コーディネーターは、対象団体の現地に赴き、代表者等とのヒアリング及び意見交換、活動の内容や安全確保体制等の確認（現地確認）を実施

○ 協力団体（当事者及び家族等をサポートする団体）は、当事者・家族等の視点から現地確認に立会い、コーディネーターを補助

多様な地域資源

【支援団体等】

【協力団体】

地 域

社会参加等応援
コーディネータ

【都】

⑥協定締結

① 地域の多様な資源をリサーチ

② 支援団体に対する事業説明

③ 都との連携の意向を確認

④ 現地確認（協力団体が同行）

⑤ 現地確認の結果報告

⑥ 連携協定の締結

⑦ 都民への周知、区市町村等への
情報提供

⑧ 当事者・家族等がサポートを
選択・利用

①リサーチ

②事業説明

③連携意向

④現地確認

協力

当事者 家族

⑧
選択・利用

⑤報告

⑦都民への周知、区市町村等へ情報提供

開拓の内容

多様な地域資源の開拓と選択・利用までの流れ

⇒当事者・家族が安心して利用できる選択肢の拡大

開拓からサポート利用までの流れ


